










津市告示第２１３号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定に

より、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重

県知事に審査請求することができる。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができる。 

平成２２年８月２６日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平２２年８月２６日 
































